
工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（17 頁） 

１４－１．工事用道路の

指定 
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工程表の項目 単価表の項目 

工事用道路撤去復

旧工 
Ａ、Ｂ 

工事用作業構台 上部工、下部工、基礎ぐい 

雑工 上記に示す項目以外のもの 

 

（２）共通仕様書１－１９－２「履行報告」に規定する工程表（様式－５） 

履行報告は、上記工程表に次の事項を記入し報告するものとする。 

１）棒グラフの下段に当月までの累計実施出来高を記入し、翌月以降の予定を（ ）で記入する 

２）計画出来高累計曲線に当月までの累計実施出来高及び翌月以降の予定を点線で記入する。 

 

１４． 工事用道路に関する事項    

１４－１ 工事用道路の指定 

共通仕様書１－２２－１「工事用道路の指定」の規定に基づき指定する工事用道路は、「工事用

道路位置図」に示すとおりとし、その路線名、区間、巾員及び延長等は、次のとおりとする。 

番号 路線名又は場所 車線巾員 延 長 路面 用地 使用開始時期 施工者 備考 

１ 町道野沢安座線 4.5m（全巾） 6,320m 舗装 無償 ―― ―― 既設 

２ 町道牧塩喰線 3.0m（全巾） 500m 舗装 無償 ―― ―― 既設 

３ 農道塩喰線 3.0m（全巾） 200m 舗装 無償 令和7年1月 五十嵐建設㈱ 改良 

４ 町道熊沢線 3.0m（全巾） 6,360m 舗装 無償 ― ― 既設 

５-１ 鬼光頭川仮橋工事

用道路（土工） 

4.0m～ 8.0m

（全巾） 

261m 舗装 無償 令和6年9月 五十嵐建設㈱ 新設 

５-２ 鬼光頭川仮橋工事

用道路（仮橋） 

4.0m（全巾） 112m 舗装 無償 令和6年9月 五十嵐建設㈱ 新設 

６-１ 安座川仮橋工事

用道路（土工） 

4.0m～ 8.0m

（全巾） 

378m 舗装 無償 令和7年1月 五十嵐建設㈱ 新設 

６-２ 安座川仮橋工事

用道路（仮橋） 

4.0m（全巾） 145m 舗装 無償 令和7年1月 五十嵐建設㈱ 新設 

 

１４－２ 工事用道路の使用条件  

  前項の工事用道路の使用条件は次のとおりとする。 

番

号 
路線名または場所 土運搬可能時間 

資機材搬入出 

作業可能時間 

土曜日、日曜日及び祝祭日

の使用及び時間 

１ 町道野沢安座線 8時～17時 8時～17時 土曜日8時～17時のみ可 

２ 町道牧塩喰線 8時～17時 8時～17時 土曜日8時～17時のみ可 

３ 農道塩喰線 8時～17時 8時～17時 土曜日8時～17時のみ可 

４ 町道熊沢線 8時～17時 8時～17時 土曜日8時～17時のみ可 

５ 鬼光頭川仮橋工事用道路 終日 終日 終日可 

６ 安座川仮橋工事用道路 終日 終日 終日可 
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工程表の項目 単価表の項目 

工事用道路撤去復

旧工 
Ａ、Ｂ 

工事用作業構台 上部工、下部工、基礎ぐい 

雑工 上記に示す項目以外のもの 

 

（２）共通仕様書１－１９－２「履行報告」に規定する工程表（様式－５） 

履行報告は、上記工程表に次の事項を記入し報告するものとする。 

１）棒グラフの下段に当月までの累計実施出来高を記入し、翌月以降の予定を（ ）で記入する 

２）計画出来高累計曲線に当月までの累計実施出来高及び翌月以降の予定を点線で記入する。 

 

１４． 工事用道路に関する事項    

１４－１ 工事用道路の指定 

共通仕様書１－２２－１「工事用道路の指定」の規定に基づき指定する工事用道路は、「工事用

道路位置図」に示すとおりとし、その路線名、区間、巾員及び延長等は、次のとおりとする。 

番号 路線名又は場所 車線巾員 延 長 路面 用地 使用開始時期 施工者 備考 

１ 町道野沢安座線 4.5m（全巾） 2,460m 舗装 無償 ―― ―― 既設 

２ 町道牧塩喰線 3.0m（全巾） 440m 舗装 無償 ―― ―― 既設 

３ 農道塩喰線 3.0m（全巾） 220m 舗装 無償 令和7年1月 五十嵐建設㈱ 改良 

４ 町道熊沢線 3.0m（全巾） 6,360m 舗装 無償 ― ― 既設 

５-１ 鬼光頭川仮橋工事

用道路（土工） 

4.0m～ 8.0m

（全巾） 

261m 舗装 無償 令和6年9月 五十嵐建設㈱ 新設 

５-２ 鬼光頭川仮橋工事

用道路（仮橋） 

4.0m（全巾） 112m 舗装 無償 令和6年9月 五十嵐建設㈱ 新設 

６-１ 安座川仮橋工事

用道路（土工） 

4.0m～ 8.0m

（全巾） 

378m 舗装 無償 令和7年1月 五十嵐建設㈱ 新設 

６-２ 安座川仮橋工事

用道路（仮橋） 

4.0m（全巾） 145m 舗装 無償 令和7年1月 五十嵐建設㈱ 新設 

 

１４－２ 工事用道路の使用条件  

  前項の工事用道路の使用条件は次のとおりとする。 

番

号 
路線名または場所 土運搬可能時間 

資機材搬入出 

作業可能時間 

土曜日、日曜日及び祝祭日

の使用及び時間 

１ 町道野沢安座線 8時～17時 8時～17時 土曜日8時～17時のみ可 

２ 町道牧塩喰線 8時～17時 8時～17時 土曜日8時～17時のみ可 

３ 農道塩喰線 8時～17時 8時～17時 土曜日8時～17時のみ可 

４ 町道熊沢線 8時～17時 8時～17時 土曜日8時～17時のみ可 

５ 鬼光頭川仮橋工事用道路 終日 終日 終日可 

６ 安座川仮橋工事用道路 終日 終日 終日可 

 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（18 頁） 

１４－１．工事用道路の

指定 

 

  

 

18 

１４－３ 工事用道路の共同使用    

本特記仕様書１４－１「工事用道路の指定」に示す工事用道路のうち、共通仕様書１－２２－５

「工事用道路等の共同使用」に規定する工事用道路は、次のとおりとする。 

番号 工  事  名 受  注  者 

４ 磐越自動車道 黒森山トンネル工事 

磐越自動車道 本線工事 未定 ５ 

６ 磐越自動車道 本線工事 

 

１４－４ 工事用道路及び本線外盛土場の維持・補修    

（１）本特記仕様書１４－１「工事用道路の指定」に示す番号１～６の道路及び本特記仕様書６－１

「本線外盛土場」について散水・清掃等の維持は受注者が行うものとし、これに要する費用につ

いては関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

（２）土運搬及び資機材搬入等による既設道路等への泥土持ち出し防止のため泥落し装置を設置する

ものとし、工事完了後に撤去するものとする。これに要する費用については、関連する単価表の

項目の単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

なお、監督員が泥落し装置の配置の変更を指示した場合は、これに要する費用について監督

員と受注者で協議し定めるものとする。 

機   材 数量 設 置 場 所 設置期間 

泥落し装置（乾式） １基 安座川工事用道路始点 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場①出入口付近 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場②出入口付近 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場④出入口付近 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場⑤出入口付近 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場⑥出入口付近 土運搬期間中 

 

１５. 保安に関する事項 

１５－１ 第三者被害を想定した重大事故防止の取組み 

（１）定義 

   工事中の安全の確保については共通仕様書で規定しているところであるが、このうち下記に掲

げる第三者への被害が想定される事故や供用中道路の通行止めや大渋滞に至る事故及び吊り足場

の組立・解体に関わる事故等（以下「重大事故リスク」という。）について、受発注者が一体と

なって安全向上に努める取組みをいう。 

（２）実施手順 

 １）施工計画への反映 

   受注者は、設計図書及び関係法令に基づき、重大事故リスクの抽出を行い、それらに対する安

全対策について施工計画書に記載するものとする。 

２）受発注者間の協議（工事着手前安全検討会） 

   発注者は、受注者から監督員に施工計画書の提出がされたときは、受発注者合同で施工計画書

に示された重大事故リスクに関して施工計画書及び設計図書並びに現場確認を通して安全対策に

不足が無いか確認（以下「重大事故リスクマネジメント」という。）を行うものとする。 

18 

１４－３ 工事用道路の共同使用    

本特記仕様書１４－１「工事用道路の指定」に示す工事用道路のうち、共通仕様書１－２２－５

「工事用道路等の共同使用」に規定する工事用道路は、次のとおりとする。 

番号 工  事  名 受  注  者 

４ 磐越自動車道 黒森山トンネル工事 

磐越自動車道 本線工事 未定 ５ 

６ 磐越自動車道 本線工事 

 

１４－４ 工事用道路及び本線外盛土場の維持・補修    

（１）本特記仕様書１４－１「工事用道路の指定」に示す番号１～３の道路及び本特記仕様書６－１

「本線外盛土場」について散水・清掃等の維持は受注者が行うものとし、これに要する費用につ

いては関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

（２）土運搬及び資機材搬入等による既設道路等への泥土持ち出し防止のため泥落し装置を設置する

ものとし、工事完了後に撤去するものとする。これに要する費用については、関連する単価表の

項目の単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 

なお、監督員が泥落し装置の配置の変更を指示した場合は、これに要する費用について監督

員と受注者で協議し定めるものとする。 

機   材 数量 設 置 場 所 設置期間 

泥落し装置（乾式） １基 安座川工事用道路始点 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場①出入口付近 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場②出入口付近 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場④出入口付近 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場⑤出入口付近 土運搬期間中 

泥落し装置（乾式） １基 本線外盛土場⑥出入口付近 土運搬期間中 

 

１５. 保安に関する事項 

１５－１ 第三者被害を想定した重大事故防止の取組み 

（１）定義 

   工事中の安全の確保については共通仕様書で規定しているところであるが、このうち下記に掲

げる第三者への被害が想定される事故や供用中道路の通行止めや大渋滞に至る事故及び吊り足場

の組立・解体に関わる事故等（以下「重大事故リスク」という。）について、受発注者が一体と

なって安全向上に努める取組みをいう。 

（２）実施手順 

 １）施工計画への反映 

   受注者は、設計図書及び関係法令に基づき、重大事故リスクの抽出を行い、それらに対する安

全対策について施工計画書に記載するものとする。 

２）受発注者間の協議（工事着手前安全検討会） 

   発注者は、受注者から監督員に施工計画書の提出がされたときは、受発注者合同で施工計画書

に示された重大事故リスクに関して施工計画書及び設計図書並びに現場確認を通して安全対策に

不足が無いか確認（以下「重大事故リスクマネジメント」という。）を行うものとする。 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（25 頁） 

１７－２ 建設副産物の

活用等 

（２）再資源化（最終処

分）をする施設の名称及

び所在地 

 

  

 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（31 頁） 

２４－４．構造物掘削

（１）種別 

 

  

 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（50

頁） 

２４－２５．撤去工

（２）種別 

 

  



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（52

頁） 

２４－２９．工事用

仮橋撤去工（１）定

義 

 

 

 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（53

頁） 

２４－２９．工事用

仮橋撤去工（２）施

工及び発生材の処理 

 

 

 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（54

頁） 

２４－３０．工事用

道路撤去復旧工

（２）種別 

 

  



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書

（55 頁） 

２４－３１．

工事用作業構

台（２）種別 

 

  

 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（55

頁） 

２４－３１．工事用

作業構台（２）種別 

 

  

 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（56

頁） 

２４－３１．工事用

作業構台（２）種別 

 

  



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（66 頁） 

２４－３７．調査ボーリ

ング工（３）種別 

 

  

 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（67 頁） 

２４－３７．調査ボーリ

ング工 

（５）作業内容 

（７）分析項目及び測定

方法 

 

  

 



工事名）磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 

対象 訂正前 訂正後 

特記仕様書（68 頁） 

２４－３７．調査ボーリ

ング工 

（１１）支払 

２５．割掛け対象表の項目

に示す工事の内容 

【共通仮設費】 

 

 

 

 


